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男女共同参画社会の実現を目指して

男女が自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され，かつ，共に責任を担う男女共同参画社会を実現するため，

本県では，平成 14 年 3 月に「茨城県男女共同参画基本計画」（平成 13 年度

～平成 22 年度）を策定し，県民，事業者等との連携・協力のもと，積極的

に施策を推進してまいりました。

しかしながら近年，少子化に伴う本格的な人口減少社会の到来や個人の価

値観やライフスタイルの多様化，経済の低迷による雇用環境の悪化など，男

女共同参画を取り巻く社会情勢が大きく変化しておりますとともに，本県に

おける政策・方針決定過程における女性の参画がまだ十分には進んでいない

ことや，社会の各分野で男女の不平等感が未だに残っていることなど，様々

な課題も存在しております。

そのため県では，これまでの社会情勢の変化や課題を踏まえ，県や県民，

事業者等が一体となり，積極的に男女共同参画の推進に取り組む指針として，

新たに「茨城県男女共同参画基本計画（第２次）」（平成 23 年度～平成 27 年

度）を策定いたしました。

今後とも，男女共同参画社会を実現し，活力ある地域社会をつくっていく

ため，なお一層，県民の意識の改革や女性の社会参加の促進などに取り組ん

でまいりますので，県民の皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。
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